江南市業者指名審査事務取扱要綱
　（趣旨）
第１条　この要綱は、市が執行する指名競争入札及び指名型プロポーザル方式（以下「指名競争入札等」という。）に係る指名候補業者の審査事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
　（設置）
第２条　指名候補業者に関して次の各号に定める事務を処理するため江南市業者指名審査委員会（以下「委員会」という。）を置く。
　(1)　工事経歴等の内容審査に関すること。
　(2)　指名業者の決定に関すること。
　(3)　業者の指名停止に関すること。
　(4)　共同企業体の構成員の選定に関すること。
　(5)　談合情報の対応に関すること。
　（審査基準）
第３条　１件の予定価格（単価契約及び賃貸借契約においては総執行予定額）が次に定める契約で指名競争入札を行うときは、あらかじめ委員会に付議しなければならない。
　(1)　２００万円以上の物件の売買等。
　(2)　３００万円以上の工事又は製造の請負。ただし、建築一式工事については５００万円以上とする。
２　契約の相手方となる候補者等を決定する指名型プロポーザル方式を行うときは、あらかじめ委員会に付議しなければならない。

　（構成）
第４条　委員会の委員は、江南市指名競争入札資格審査事務取扱規程（昭和６１年訓令第１号）の委員を充てる。
　（委員長及職務代理）
第５条　委員会に委員長を置き、委員長は副市長をもって充てる。
２　委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
３　委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
　（会議）
第６条　委員会は原則として毎月２回開催する。ただし、開催が困難な場合は、この限りでない。
２　委員長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず委員会を招集することができる。
３　委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
４　委員会の議事は、出席委員の全員で決する。
　（庶務）
第７条　委員会の事務は、総務課において処理する。
　（原案提出、発注基準等）
第８条　各課等の長は、第３条第１項第２号の規定に該当する工事に係る指名競争入札を行う必要が生じたときは、委員会開催日の７日前までに工事（設計）等概要を記載した書類を総務課長に提出しなければならない。
２　各課等の長（消防機関及び教育機関の長は除く。）は、第３条の規定に該当する物件の売買又は製造の請負等の契約に係る指名競争入札等を行う必要が生じたときは、委員会開催日の７日前までに指名業者の選定について（依頼）（様式第１）を総務課長に提出しなければならない。

３　消防機関及び教育機関の長は、第３条の規定に該当する物件の売買又は製造の請負等の契約に係る指名競争入札等を行う必要が生じたときは、委員会開催日の７日前までに指名業者の選定について（依頼）及び指名候補業者名簿を総務課長に提出しなければならない。

４　総務課長は、前３項の概要等に基づき指名候補業者を選定し、委員会に指名業者の内申について（様式第２）を提出する。
５　総務課長は前項の規定により入札参加者を選定する場合は、江南市指名競争入札資格審査事務取扱規程に基づく格付により行うものとし、次の各号に留意しなければならない。
　(1)　手持工事
　(2)　工事に対する地理的条件
　(3)　工事施行についての技術的適性
　(4)　過去の工事成績及び信用度
６　工事施行において、市内業者及び必要と認める業者は工事経歴、工事成績等を考慮して上位又は下位の等級に属する業者のうちから選定することができる。
７　次のいずれかに該当するときは、等級の区分にかかわらず当該各号に定めるところにより業者を選定することができる。
　(1)　災害復旧等で緊急の必要があるとき、特定の機械又は技術を必要するとき、その他特に必要と認めるとき、その金額に応じる等級以外に属する業者。
　(2)　発注しようとする金額に応じる等級に業者がいないとき又は業者数が不足するとき、その金額に応じる等級以外に属する業者。
８　発注基準及び入札参加者は、原則として別表基準による。ただし、物件の売買又は製造の請負等については、入札参加者はなるべく５人以上とする。
９　総務課長は、第２条第２号の規定による審査が終了したときは、指名業者の決定について（通知）（様式第３）を各課等の長に通知する。
　（秘密の厳守）
第９条　委員長、委員及び事務取扱者は職務上知りえた秘密を他にもらしてはならない。その職を退いた後も又同じとする。
　（用語の読替え）
第１０条　各課等の長が水道課長の場合にあっては、総務課長を水道監理課長と読替える。

　（雑則）
第１１条　この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。
　　　附　則
　この要綱は、昭和５１年２月１８日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、昭和５２年２月１日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、昭和５２年７月２２日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、昭和５２年１０月２６日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、昭和６０年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成２年６月１日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成４年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成５年４月１日から施行する。
　　　附　則

　この要綱は、平成６年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成９年４月１日から施行する。
　　　附　則

　この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。
　　　附　則

　この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。

　　　附　則

　この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。

　　　附　則

　この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。

　　　附　則

　この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。

　　　附　則

　この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。

　　　附　則

　この要綱は、平成２６年３月１９日から施行する。
　　　附　則

　この要綱は、平成２９年３月１日から施行する。

　　　附　則

　この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

附　則

　この要綱は、令和６年４月１日から施行する。
附　則

　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。
別表（第８条関係）
　等級と建設工事等の発注基準の金額の範囲と入札等の入札参加者
	等級
	工事の予定価格金額の範囲
	入札参加者

	Ａ
	　　　５，０００万円以上
	８人以上

	Ｂ
	　　　１，５００万円以上　～　５，０００万円未満
	７人以上

	Ｃ
	　　　　　８００万円以上　～　１，５００万円未満
	６人以上

	Ｄ
	　　　　　　　　　　　　　　　　　８００万円未満
	５人以上


様式第１（第８条関係）
事務連絡
年　　月　　日

総務課長様
課長

指名業者の選定について（依頼）

　このことについて、下記内容により執行したいのでよろしくご配慮ください。

記

１　物件名
２　納入場所
３　予定価格
４　納入期限
５　内容

様式第２（第８条関係）
年　　月　　日
委員長様
総務課長
指名業者の内申について
　次表について、指名業者を選定したので内申します。
	
	内申No.
	内申第　号
	内申第　号
	内申第　号
	内申第　号
	内申第　号
	内申第　号

	
	物件名
	
	
	
	
	
	

	業者名
	納入場所
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	備　考
	
	
	
	
	
	


本内申の指名業者を上記のとおり決定する。
　　　　年　月　日
委員長
様式第３（第８条関係）
事務連絡
年　　月　　日

　　　　　　　　様
総務課長
指名業者の決定について（通知）

　　　　年　月　日付けで依頼のありました下記物件の指名業者については、下記のとおりです。

記

物件名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	業者名
	代表者名
	所在地

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


参　考
指名候補業者名簿
	業者名
	代表者名
	所在地
	備考

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


業務委託については、1　業務名、　2　業務場所、4　業務期間


物品購入については、1　物件名、　2　納入場所、4　納入期限


借入れについては、　1　賃貸借名、2　納入場所、4　賃貸借期間


修繕については、　　1　修繕名、　2　修繕場所、4　修繕期間


単価契約及び賃貸借契約については、3　総執行予定額　　に置き換える。








